
○ 騒音に係る環境基準の地域類型の指定 
 

（平成１１年 ３月３０日奈良県告示第６６５号）  
改正 平成１６年 ９月２８日   告示第３２３号 

平成１８年 １月 １日   告示第４８６号 
平成２４年 ３月３０日   告示第５７６号 
平成３０年 ３月３０日   告示第５９０号 

 
環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第２項の規定により、騒音に係る環境基

準について（平成１０年環境庁告示第６４号）第１に規定する地域の類型をあてはめる地
域を次のとおり指定し、平成１１年４月１日から施行する。 
なお、平成８年１１月奈良県告示第４０３号（騒音に係る環境基準の地域類型の指定）

は、平成１１年３月３１日限り廃止する。 
 
地域の類型をあてはめる地域 
 
地域の類型 

 
        該当地域 

 
Ａ 

 
 
 
 

 
平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日
香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町及び下市町（以下「
平群町等」という。）の区域で、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第
８条第１項の規定により定められた第１種低層住居専用地域、第２種低層住居
専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域及び田園住
居地域 
 

 
Ｂ 

 

 
平群町等の区域で、都市計画法第８条第１項の規定により定められた第１種住
居地域、第２種住居地域及び準住居地域 

 
Ｃ 

 
 

 
平群町等の区域で、都市計画法第８条第１項の規定により定められた近隣商業
地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 
 

 


